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181
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［人口］ （平成24年1月1日現在）

97万4197人
男 45万8036人／女 51万6161人
世帯数 42万3761世帯

©ていたん,北九州市

環境未来都市
北九州市

※最終ページは若松区の情報です

　「
市
県
民
税
の
申
告
」と「
所
得
税
の
確
定

申
告
」の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

　
市
県
民
税
の
申
告
会
場
と
受
付
日
程
は
左

表
の
と
お
り
で
す
。住
所
地
の
区
役
所
内
の

市
税
事
務
所
市
民
税
課
か
税
務
課
へ
郵
送
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
申
告
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
。2
月
15
日
ご
ろ
ま
で
に

申
告
書
が
届
か
な
い
人
は
、市
税
事
務
所
市

民
税
課
か
税
務
課
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

◎
申
告
が
必
要
な
人

　
平
成
24
年
1
月
1
日
現
在
、市
内
に
住
所

が
あ
り
、平
成
23
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
人
。

　
た
だ
し
、次
の「
申
告
が
必
要
で
な
い
人
」

に
該
当
す
る
人
は
除
き
ま
す
。

◎
申
告
が
必
要
で
な
い
人

◦
平
成
23
年
分
の「
所
得
税（
国
税
）」の
確
定

申
告
を
し
た
人
。

◦
平
成
23
年
分
の
所
得
が
給
与
所
得
だ
け
で
、

勤
務
先
か
ら
北
九
州
市
役
所
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人（
不
明
の
場
合
は

勤
務
先
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）。

【
申
告
対
象
者
の
主
な
例
】

◦
個
人
事
業
者
。

◦
不
動
産
収
入
が
あ
る
人
。

◦
勤
務
先
で
市
県
民
税
を
給
与
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
な
い
人
。

◦
平
成
23
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、再
就
職

し
て
い
な
い
人
。

◦
給
与
所
得
者
で
、平
成
23
年
中
に
給
与
以

外
の
所
得
が
あ
り
、そ
れ
が
20
万
円
以
下
で

「
所
得
税
」の
確
定
申
告
を
し
な
く
て
い
い
人
。

◦
平
成
23
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

が
4
0
0
万
円
以
下
で
、同
年
中
に
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
で「
所
得
税
」の
確
定
申
告
を
し
な
く

て
い
い
人
。

◦
雑
損
控
除
、医
療
費
控
除
及
び
寄
附
金
税

額
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
。

◎
申
告
に
必
要
な
も
の

◦
申
告
書
と
印
鑑

◦
所
得
を
証
明
で
き
る
書
類
や
帳
簿
等（
源

泉
徴
収
票
や
給
与
支
払
証
明
書
な
ど
）。

◦
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
長
期
損
害
保

険
料
の
控
除
証
明
書
、寄
附
金
受
領
証
明
書
、

医
療
費
領
収
書
、国
民
健
康
保
険
・
介
護
保

険
・
国
民
年
金
等
の
領
収
書
又
は
控
除
証
明

書
な
ど
。

◦
身
体
障
害
者
手
帳
、障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
、療
育
手
帳
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
な
ど
。

●
平
成
24
年
度
市
県
民
税
か
ら
適
用
さ
れ
る

主
な
税
制
改
正

◎
扶
養
控
除
の
変
更

◦
0
〜
15
歳
の
扶
養
控
除（
33
万
円
）が
廃
止

さ
れ
ま
す
。

◦
16
〜
18
歳
の
扶
養
控
除（
45
万
円
）の
上
乗

せ
部
分（
12
万
円
）が
廃
止
さ
れ
、扶
養
控
除

の
額
が
33
万
円
と
な
り
ま
す
。

◎
寄
附
金
税
額
控
除
の
変
更

　
寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
下
限
額
が

5
0
0
0
円
か
ら
2
0
0
0
円
に
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。

　
所
得
税
の
申
告
会
場
と
受
付
日
程
は
下
表
の

と
お
り
で
す
。（
郵
送
の
場
合
は
、各
税
務
署
へ
。）

◎
確
定
申
告
が
必
要
な
人

◦
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人

で
、平
成
23
年
中
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
、基
礎
控
除
、配
偶
者
控
除
、扶
養
控
除

な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人
。

◦
給
与
所
得
者
で
、▼
給
与
収
入
の
年
額
が

2
0
0
0
万
円
を
超
え
る
人
　
▼
給
与
・
退
職

所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円

を
超
え
る
人
。

◎
申
告
で
税
金
が
戻
る
こ
と
が
あ
る
人

◦
ロ
ー
ン
で
家
の
取
得
や
増
・
改
築
、バ
リ
ア

フ
リ
ー
、省
エ
ネ
改
修
工
事
を
し
た
人
。

◦
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人
。

◦
災
害
を
受
け
、家
な
ど
が
壊
れ
た
人
。

◦
平
成
23
年
中
の
中
途
で
退
職
し
、年
末
調

整
を
行
わ
な
か
っ
た
人
。

◦
年
金
所
得
者
で
税
金
を
源
泉
徴
収
さ
れ
た
人
。

◦
2
0
0
0
円
を
超
え
る
義
援
金
を
支
払
っ
た
人
。

◎
所
得
税
に
関
す
る
税
制
改
正

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
4
0
0
万
円

以
下
で
、公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の
人
は
、所
得

税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
が
不
要
に
な
り
ま

し
た
。た
だ
し
、所
得
税
還
付
の
確
定
申
告
書

は
提
出
で
き
ま
す
。

市
県
民
税
の
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告

市
県
民
税・所
得
税
の
申
告
は
お
早
め
に

●市県民税の申告受付
申 告 会 場 期 間 時 間 等

各
区
役
所

小倉北、八幡東、戸畑 2月16日㈭
～3月15日㈭

土・日曜日は
除く
 8時30分
　～17時

（木曜日は
 19時まで）

門司 2月20日㈪
～3月15日㈭

若松 2月21日㈫
～3月15日㈭

小倉南 2月24日㈮
～3月15日㈭

八幡西（別館） 2月27日㈪
～3月15日㈭

出
張
受
付

門司区
門司体育館 2月16日㈭

・17日㈮ 9時
～16時30分

松ヶ江南市民センター 2月24日㈮

小倉南区

北九州農業協同組合
東谷支店 2月15日㈬ 9時～15時

区役所両谷出張所 2月16日㈭
・17日㈮ 9時～16時

区役所曽根出張所 2月21㈫
～23日㈭

9時
～16時30分

若松区 島郷合同庁舎 2月16日㈭
・17日㈮

八幡西区

池田市民センター 2月16日㈭
・17日㈮

大原市民センター 2月20日㈪

折尾東市民センター 2月22日㈬
・23日㈭

申
告
期
限
は
3
月
15
日
㈭

●所得税・消費税および贈与税の申告受付
対象地域 申告特設会場 日 時

全区 AIMビル3階
（小倉駅北側）

2月19日㈰・26日㈰
の9～16時

門司区
小倉北区
小倉南区

AIMビル3階
2月1日～3月15日
の毎週月～金曜日
（2月19日㈰・26日㈰
は開場）9～16時

若松区
若松税務署
（若松区
本町一丁目） 9～16時

（土・日曜日、祝・休日
は閉庁）八幡東区

八幡西区
戸畑区

八幡税務署
（八幡東区
平野二丁目）

※2月1日〜3月15日、門司・小倉税務署での申告相談は行っていません。

所
得
税
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

門
司
税
務
署
☎
3
2
1・5
8
3
1（
代
表
）

小
倉
税
務
署
☎
5
8
3・1
3
3
1（
代
表
）

若
松
税
務
署
☎
7
6
1・2
5
3
6（
代
表
）

八
幡
税
務
署
☎
6
7
1・6
5
3
1（
代
表
）

※
確
定
申
告
に
関
す
る
情
報
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w

w
.nta.go.jp/) 

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

各
区
役
所
内
の
市
税
事
務
所
市
民
税
課（
※
）

ま
た
は
税
務
課

門

司

区	

☎
3
3
1・1
8
8
1（
代
表
）

※
小
倉
北
区	

☎
5
8
2・3
3
6
0（
直
通
）

小
倉
南
区	

☎
9
5
1・4
1
1
1（
代
表
）

若

松

区	

☎
7
6
1・5
3
2
1（
代
表
）

八
幡
東
区	

☎
6
7
1・0
8
0
1（
代
表
）

※
八
幡
西
区	

☎
6
4
2・1
4
5
8（
直
通
）

戸

畑

区	

☎
8
7
1・1
5
0
1（
代
表
）


